
＊支援に要する費用については、国庫負担基準を廃止し、市町村が実際に要した費用を国・都道府県・市町村が
負担する負担事業とする。長時間介助サービスに関しては市町村の負担を軽減する仕組みを設ける。
＊障害者総合福祉法を補完し、またこれへの移行を支援するため、必要な基金を創設し基金事業として実施する。


